
船舶事故調査報告書 

令和７年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１０月１４日 １８時３０分ごろ 

発生場所 長崎県五島市倭寇
わ こ う

漁港（女
め

亀
がめ

地区） 

 富江
と み え

港灯台から真方位１５６°１.４海里付近 

 （概位 北緯３２°３６.２′ 東経１２８°４７.５′） 

事故の概要  漁船第二長 漁
ちょうりょう

丸は、倭寇漁港を出航中、また、漁船みき丸は、同

漁港に入航中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和６年１月２５日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二長漁丸、４.８トン 

ＮＳ３－６０１０１０（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 みき丸、０.４トン 

  ＮＳ３－６０４７４４（漁船登録番号）、個人所有 

  第２９２－２５０４９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部たつ
．．

に折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

日没時刻：１７時５０分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、いか
．．

釣り漁の目的で、法定灯火

を表示し、港則法が適用されない倭寇漁港（女亀地区）の定係地を出

発し、同漁港沖の漁場に向かった。 

 船長Ａは、漁港内の東側にある浅瀬から距離を離して‘北側に向け

て開いた港口の西側にある東西に延びる高さ約４ｍの北防波堤’（以

下「北防波堤」という。）に沿って、約５.５ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で、手動操舵によって東進していたところ、左

舷方に入航するＢ船がいたが、北防波堤に隠れてＢ船が見えなかっ

た。 

 船長Ａは、ふだん北防波堤の内側ではレーダーを作動させず、北防

波堤を過ぎた後に、レーダーを作動させていた。 

 船長Ａは、北防波堤の東端付近で左転を始めた後、左舷船首方に入

航するＢ船を認め、Ｂ船が右舷灯を見せていたので、Ｂ船にＡ船の右



舷灯を見せれば、Ｂ船が右舷を対して通過してくれると思い、左転を

続けていたところ、Ｂ船が右転を始めたことに気付き、衝突のおそれ

を感じ、機関を後進運転としたものの、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船

尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、レーダーを装備していない和船型の船外機船で、船長Ｂが

１人で乗り組み、いか
．．

釣り漁の目的で、倭寇漁港の定係地を出発し、

同漁港北東方沖の漁場で漁を行った後、法定灯火を表示し、帰航を始

めた。 

 船長Ｂは、約３kn の速力で、手動操舵によって航行し、港口に至っ

て左転した後、北防波堤寄りに南進していたところ、右舷船首方に出

航するＡ船がいたが、北防波堤に隠れてＡ船が見えなかった。 

 船長Ｂは、北防波堤の東端付近に至り、右舷船首方にＡ船を認め、

出航するＡ船が漁港の東側を航行して港口に向かうと考え、そのまま

北防波堤寄りに南進すれば、Ａ船と左舷を対して通過できると思い、

南進を続けていたところ、Ａ船が左転を始めたことに気付き、衝突の

おそれを感じ、右舵を取ったものの、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、それぞれ自力で航行して、定係地に係船し、船長

Ａが１１８番通報を行った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析  Ａ船は、倭寇漁港を出航中、船長Ａが、北防波堤に沿って東進した

ことから、北防波堤に隠れて左舷方から入航するＢ船が見えず、北防

波堤の東端付近で左転している際に入航するＢ船を認めたものの、Ｂ

船と右舷を対して通過できると思い、左転を続け、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

 Ａ船は、北防波堤を左舷に見て航行しており、可能な限り、遠ざ

かって航行していれば、入航するＢ船に早期に気付き、Ｂ船は出航す

るＡ船に早期に気付いた可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、倭寇漁港に入航中、船長Ｂが、北防波堤寄りに南進したこ

とから、北防波堤に隠れて右舷船首方から出航するＡ船が見えず、北

防波堤の東端付近に至り出航するＡ船を認めたものの、Ａ船と左舷を

対して通過できると思い、南進を続け、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、倭寇漁港港口において、Ａ船が出航中、Ｂ船が入

航中、船長Ａが、北防波堤に沿って東進したため、また、船長Ｂが、

北防波堤寄りに南進したため、互いに北防波堤に隠れて相手船を視認

することができず、接近を続け、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・出入航船の船長は、可能な限り、遠方から港口を見通すことがで

きる進路で航行すること。 



・港則法適用港以外の港内を航行する場合であっても、防波堤を右

舷側に見て航行する船長は、可能な限り、これに近づき、左舷側

に見て航行する船舶は、可能な限り、これに遠ざかって航行する

ことが望ましい。 

・入航のため防波堤付近を航行する船長は、港内に出航船がいない

か注意して見張りを行い、出航船を認めた場合、出航船が出航し

た後に入航することが望ましい。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院Webサイト地図を加工して制作 

 

 

 

漁場 

事故発生場所 

（令和５年１０月１４日 

１８時３０分ごろ発生） 

倭寇漁港 

（女亀地区） 

北防波堤 

                 
Ａ船 

漁場 

Ｂ船 

Ｂ船の定係地 


